
令和８年度国民健康保険税の算出方法 
（令和８年４月～翌年３月分） 

 

１年分（令和８年４月～翌年３月分）の税額を、令和７年中の総所得金額等※１により算出しま

す。年度の途中から加入するかたは、月割り課税となります。 

 

※１総所得金額等とは 

令和７年中の総所得金額（利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、一時所

得、総合課税の譲渡所得、雑所得）及び山林所得並びに分離課税分の譲渡所得等の合計額。

公的年金収入は雑所得として課税対象となります。 

 

【参考１】確定申告書の場合、第１表の「⑫所得金額等の合計」欄を参照。 

 

 ※分離課税もある場合は、これに分離課税分の所得を合算します。 

 

【参考２】給与所得のみの場合、「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」を参照。 

 

 

 



 

所得割

１人目 （　　　　　　　　　　円－43万円）×0.082 円

２人目 （　　　　　　　　　　円－43万円）×0.082 円

３人目 （　　　　　　　　　　円－43万円）×0.082 円

…

（　　　　　　　　　　円－43万円）×0.082 円

均等割 41,600円×未就学児以外　　　人 円

20,800円×未就学児　　　人 円

合計

所得割

１人目 （　　　　　　　　　　円－43万円）×0.028 円

２人目 （　　　　　　　　　　円－43万円）×0.028 円

３人目 （　　　　　　　　　　円－43万円）×0.028 円

…

（　　　　　　　　　　円－43万円）×0.028 円

均等割 14,100円×未就学児以外　　　人 円

7,050円×未就学児　　　人 円

合計

所得割

１人目 （　　　　　　　　　　円－43万円）×0.024 円

２人目 （　　　　　　　　　　円－43万円）×0.024 円

３人目 （　　　　　　　　　　円－43万円）×0.024 円

…

（　　　　　　　　　　円－43万円）×0.024 円

均等割 15,600円×40歳以上65歳未満のかた　　　人 円

合計

所得割

１人目 （　　　　　　　　　　円－43万円）×0.0029 円

２人目 （　　　　　　　　　　円－43万円）×0.0029 円

３人目 （　　　　　　　　　　円－43万円）×0.0029 円

…

（　　　　　　　　　　円－43万円）×0.0029 円

均等割 1,914円×4月1日時点で18歳以上のかた　　　人 円

合計

年税額 ①＋②＋③＋④＝　　　　　　　　　　　　　　円

令和７年中の総所得金額等－基礎控除43万円※2）×税率8.2％

　　　　　　　　　円（100円未満切捨／限度額670,000円）…①

令和７年中の総所得金額等－基礎控除43万円※2）×税率2.8％

　　　　　　　　　円（100円未満切捨／限度額260,000円）…②

医療分（基礎課税分）

後期高齢者支援金分

※2基礎控除43万円

令和7年中の合計所得金額が2,400万円を超えた場合はこの限りではありません。

介護納付金分／40歳以上65歳未満のかたのみ該当

令和７年中の総所得金額等－基礎控除43万円※2）×税率2.4％

　　　　　　　　　円（100円未満切捨／限度額170,000円）…③

令和７年中の総所得金額等－基礎控除43万円※2）×税率0.29％

　　　　　　　　　円（100円未満切捨／限度額30,000円）…④

子ども・子育て支援納付金分／4月1日時点で18歳以上のかたは所得割額及び均等割額、

18歳未満のかたは所得割額のみ


